
診療放射線学研究科

放射線
画像検査学分野

放射線
治療学分野

診療放射線学部

教養教育

専門基礎

診療放射線技術学

准教授 1

教 授 １
准教授 １

教 授 1
准教授 1

核医学検査技術学
教 授 １
准教授 １
助 教 １

医療画像情報学
教 授 １
准教授 1

放射線治療技術学
教 授 １
准教授２

放射線管理計測学
教 授 1
准教授 1

大学院研究科組織と
大学学部教員組織の関係
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診療画像技術学
教 授 ２
准教授 1
講 師 ２

助 手 ２

教 授 ７
准教授 ８
講 師 ２

画像診断学 教 授 １
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群馬県立県民健康科学大学教員定年規程

（趣旨）
第１条 この規程は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第８条第１
項の規定により、群馬県立県民健康科学大学（以下「大学」という。）の教
授、准教授、常勤の講師及び助教（以下「教員」という。）の定年に関し必
要な事項を定めるものとする。

（定年による退職）
第２条 教員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の３
月３１日に退職する。

（定年）
第３条 教員の定年は、年齢６５年とする。

（準用）
第４条 第２条及び第３条の規定は、大学の助手について準用する。

附 則
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。
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教育研究指導体制の概要

研究審査委員会
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研究指導教員

研究指導
補助教員

研究指導
補助教員

研究指導教員

研究指導
補助教員

研究指導
補助教員

学生 学生

研究科FD委員会

研究科自己評価委員会

研究科入学試験委員会

診療放射線学研究科委員会

研究科教務委員会

倫理委員会

動物実験委員会ハラスメント対策室

学生健康相談室

研究指導体制・
研究指導委員会



授業科目履修
（合計12単位以上）

研究課題設定

研究計画立案

研究

研究中間報告
（第１回） 中間報告

（第２回） 中間報告
（第３回）

中間報告
（第４回）

前期 後期 前期 後期

１年次 ２年次

履修・博士論文作成スケジュール例
（在籍期間3年）
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前期 後期

３年次

博士論文
最終審査

博士論文
審査申請

研究

研究

中間報告
（第５回）



博士論文研究の研究プロセス例
（在籍期間3年）
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研究領域の検討

研究指導教員・
研究指導補助教員決定

研究領域の決定

研究計画の立案

研究計画審査
（研究科委員会）

第1回中間報告

（※）倫理上の配慮を必要とする研究計画の場合

学生

研究計画の内容審査
（研究審査委員会）

研究計画倫理審査（※）

（倫理委員会）

研究科教員

1年次
前期

1年次
後期 第2回中間報告

博士論文審査

2年次

3年次
後期

博士論文審査申請

博士論文申請審査

3年次
前期

博士論文公聴会

博士論文提出

第3回〜第5回中間報告

（研究進捗報告）



博士論文審査スケジュール例（在籍期間3年）資料31
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中間報告
（第１回・第２回）

中間報告
（第３回・第４回）

中間報告
（第5回）

博士論文審査願・
博士論文概要提出

研究科委員会
（博士論文審査認可）

博士論文研究公聴会

最終試験

研究審査委員会
（博士論文審査最終判定）

研究科委員会
（学位授与認可）

博士論文製本・公開

学位授与

１年次

２年次

３年次・前期

３年次・後期

9月

１月

2月

3月

研究審査委員会
（博士論文審査実施判定）

11月

12月

研究科委員会
（博士論文審査願受理・
研究審査委員会設置）

博士論文提出



7

資料32



8



9



10



11



12


	資料２５
	資料２６
	資料２７
	資料２８
	資料２９
	資料３０
	資料３１
	資料３２

